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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　Ａｌ膜またはＡｌ合金膜からなる第１層、および、
　Ａｌと；Ｍｎ、Ｃｕ、Ｔｉ、およびＴａよりなる群から選択される少なくとも一種の元
素と；を含むＡｌ合金であって、一部が窒化し、１４原子％以上５７原子％以下の窒素原
子を含み、かつ波長４５０ｎｍ、波長５５０ｎｍ、および波長６５０ｎｍの消衰係数が０
．１５以上を有する第２層と、
　透明導電膜からなる第３層の積層構造を有し、
　前記基板側から順に前記第３層、前記第２層、前記第１層が積層され、
　前記第３層の膜厚が４５～６０ｎｍでかつ前記第２層の膜厚が４０～６０ｎｍであるこ
とを特徴とする電極。
【請求項２】
　前記第１層の少なくとも一方の面にＭｏ膜を有する請求項１に記載の電極。
【請求項３】
　前記第２層に記載のＡｌ合金は、Ａｌと；Ｍｎ、およびＣｕよりなる群から選択される
少なくとも一種の元素と；を含む請求項１または２に記載の電極。
【請求項４】
　前記第３層は、ＩｎとＳｎを少なくとも含む酸化物からなる透明導電膜、またはＩｎと
Ｚｎを少なくとも含む酸化物からなる透明導電膜である請求項１～３のいずれかに記載の
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電極。
【請求項５】
　前記第１層の電気抵抗率は２０μΩ・ｃｍ以下である請求項１～４のいずれかに記載の
電極。
【請求項６】
　前記第１層のＡｌ合金膜は、Ａｌと；Ｎｄ、Ｃｕ、Ｍｎ、Ｔａ、Ｇｅ、Ｌａ、Ｚｒ、お
よびＮｉよりなる群から選択される少なくとも一種の元素と；を含む請求項１～５のいず
れかに記載の電極。
【請求項７】
　リン硝酢酸系エッチング液を用いたウェットエッチング加工性に優れたものである請求
項１～６のいずれかに記載の電極。
【請求項８】
　前記第１層の膜厚が５０～４００ｎｍである請求項１～７のいずれかに記載の電極。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載の電極を有する入力装置。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれかに記載の電極を有するタッチパネルセンサー。
【請求項１１】
　請求項１～８のいずれかに記載の電極を構成する第２層の成膜に用いられるスパッタリ
ングターゲットであって、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｔｉ、およびＴａよりなる群から選択される少な
くとも一種の元素を含み、残部：Ａｌおよび不可避的不純物であるスパッタリングターゲ
ット。
【請求項１２】
　請求項１～８のいずれかに記載の電極を製造する方法であって、
　窒素ガスを含む反応性スパッタリング法によって前記第２層を成膜することを特徴とす
る電極の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力装置などに用いられる電極、およびその製造方法に関する。以下では、
入力装置の代表例としてタッチパネルセンサーを例に挙げて説明するが、本発明はこれに
限定されない。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパネルセンサーは、液晶表示装置や有機ＥＬ装置などの表示装置の表示画面上に
入力装置として貼り合わせて使用される。タッチパネルセンサーは、その使い勝手の良さ
から、銀行のＡＴＭや券売機、カーナビ、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ、個人用の携帯情報端末）、コピー機の操作画面などに使用されて
おり、近年では携帯電話やタブレットＰＣに至るまで幅広く使用されている。その入力ポ
イントの検出方式には、抵抗膜方式、静電容量方式、光学式、超音波表面弾性波方式、圧
電式等が挙げられる。これらのうち、携帯電話やタブレットＰＣには、静電容量方式が、
応答性が良くコストがかからず構造が単純である等の理由から好適に用いられている。
【０００３】
　静電容量方式のタッチパネルセンサーは、一例として、ガラス基板などの透明基板上に
、二方向の透明電極が直交して配置され、その表面に保護ガラスなどの絶縁体であるカバ
ーが被覆された構造を有している。上記構成のタッチパネルセンサーの表面を指やペン等
でタッチすると、両透明電極間の静電容量が変化するため、当該静電容量を介して流れる
電流量の変化をセンサーで感知することにより、タッチされた箇所を把握することができ
る。
【０００４】
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　上記構成のタッチパネルセンサーに用いられる透明基板として、タッチパネルセンサー
専用の基板を用いても良いが、表示装置に用いられる透明基板を用いることもできる。具
体的には、例えば、液晶表示装置に用いられるカラーフィルタ基板や、有機ＥＬ装置に用
いられるガラス基板などが挙げられる。このような表示装置用透明基板の使用により、タ
ッチパネルセンサーに要求される特性、例えば、ディスプレイのコントラスト比の向上、
輝度の向上、スマートフォンなどの薄型化などに対応可能となる。
【０００５】
　最近では、上記透明電極を用いた場合の接触感度向上やノイズ低減のために、電極とし
て、低抵抗な金属電極の使用が検討されている。
【０００６】
　しかし、金属電極は反射率が高く、使用者の肉眼で見える、即ち視認されるため、コン
トラスト比が低下するという問題がある。そのため、金属電極を用いる場合には、金属膜
に黒色化処理を施して反射率を低減させるなどの方法が採用されている。
【０００７】
　例えば特許文献１には、導電性透明パターンセルを相互接続するブリッジ電極における
視認性の問題を解決するため、導電性パターンセルに形成される絶縁層上に、黒色の導電
材料を用いてブリッジ電極を形成する方法が記載されている。具体的には、ブリッジ電極
として、Ａｌ、Ａｕ、Ａｇ、Ｓｎ、Ｃｒ、Ｎｉ、Ｔｉ又はＭｇの金属を、薬品との反応に
より酸化物、窒化物、フッ化物などに黒色化させる方法が例示されている。しかし、特許
文献１では、金属の黒色化処理によるブリッジ電極の反射率低減化技術が開示されている
に過ぎず、電気抵抗率の低減には全く留意していない。そのため、上記例示のなかには、
金属の酸化物のような高電気抵抗率のものも含まれており、低電気抵抗率配線用電極に適
用することは出来ない。また、上記特許文献１には、Ａｇの窒化物やＭｇの酸化物などの
ように反応性が高く危険な物質も含まれており、実用性に乏しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１３－１２７７９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、好ましくは静電容量方式
のタッチパネルセンサーなどに代表される入力装置に用いられる電極であって、シート抵
抗が低く、且つ、反射率が低い新規な電極；およびその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決し得た本発明の電極は、基板と、Ａｌ膜またはＡｌ合金膜からなる第１
層、および、Ａｌと；Ｍｎ、Ｃｕ、Ｔｉ、およびＴａよりなる群から選択される少なくと
も一種の元素と；を含むＡｌ合金であって、一部が窒化し、１４原子％以上５７原子％以
下の窒素原子を含み、かつ波長４５０ｎｍ、波長５５０ｎｍ、および波長６５０ｎｍの消
衰係数が０．１５以上を有する第２層と、透明導電膜からなる第３層の積層構造を有し、
前記基板側から順に前記第３層、前記第２層、前記第１層が積層され、前記第３層の膜厚
が４５～６０ｎｍでかつ前記第２層の膜厚が４０～６０ｎｍであるところに要旨を有する
ものである。
【００１４】
　本発明の好ましい実施形態において、前記電極は、前記第１層の少なくとも一方の面に
Ｍｏ膜を有する。
【００１５】
　本発明の好ましい実施形態において、前記第２層に記載のＡｌ合金は、Ａｌと；Ｍｎ、
およびＣｕよりなる群から選択される少なくとも一種の元素と；を含む。
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【００１６】
　本発明の好ましい実施形態において、前記第３層は、ＩｎとＳｎを少なくとも含む酸化
物からなる透明導電膜、またはＩｎとＺｎを少なくとも含む酸化物からなる透明導電膜で
ある。
【００１７】
　本発明の好ましい実施形態において、前記第１層の電気抵抗率は２０μΩ・ｃｍ以下で
ある。
【００１８】
　本発明の好ましい実施形態において、前記第１層のＡｌ合金膜は、Ａｌと；Ｎｄ、Ｃｕ
、Ｍｎ、Ｔａ、Ｇｅ、Ｌａ、Ｚｒ、およびＮｉよりなる群から選択される少なくとも一種
の元素と；を含む。
【００１９】
　本発明の好ましい実施形態において、前記電極は、リン硝酢酸系エッチング液を用いた
ウェットエッチング加工性に優れたものである。
【００２０】
　本発明の好ましい実施形態において、前記第１層の膜厚は５０～４００ｎｍである。
【００２１】
　本発明には、上記のいずれかに記載の電極を有する入力装置も含まれる。
【００２２】
　本発明の好ましい実施形態において、上記入力装置はタッチパネルセンサーである。
【００２３】
　本発明には、上記のいずれかに記載の電極を構成する第２層の成膜に用いられるスパッ
タリングターゲットであって、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｔｉ、およびＴａよりなる群から選択される
少なくとも一種の元素を含み、残部：Ａｌおよび不可避的不純物であるスパッタリングタ
ーゲットも含まれる。
【００２４】
　また、上記課題を解決し得た本発明に係る電極の製造方法は、窒素ガスを含む反応性ス
パッタリング法によって上記第２層を成膜するところに要旨を有する。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明に係る電極は、基板と、Ａｌ膜またはＡｌ合金膜からなる第１層、および、Ａｌ
と；Ｍｎ、Ｃｕ、Ｔｉ、およびＴａよりなる群から選択される少なくとも一種の元素と；
を含むＡｌ合金であって、一部が窒化し、１４原子％以上５７原子％以下の窒素原子を含
み、かつ波長４５０ｎｍ、波長５５０ｎｍ、および波長６５０ｎｍの消衰係数が０．１５
以上を有する第２層と、透明導電膜からなる第３層の積層構造を有し、前記基板側から順
に前記第３層、前記第２層、前記第１層が積層され、前記第３層の膜厚が４５～６０ｎｍ
でかつ前記第２層の膜厚が４０～６０ｎｍであるため、低シート抵抗および低反射率の両
方を達成できる。よって、上記積層構造の本発明電極を、入力装置用電極として用いれば
、低シート抵抗と、金属膜単独では不可能であった低反射率を兼ね備えた電極を備えた入
力装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、一般的な液晶表示装置の構成を模式的に示す概略断面図である。
【図２】図２は、静電容量型のタッチパネルにおける入力装置の一例を示す概略平面図で
ある。
【図３】図３は、前記図２の点線Ａ１－Ａ１における断面構造の一例を示す概略断面図で
ある。
【図４】図４は、本発明の電極の一構造例、即ち、実施の態様１Ａに係る電極を示す概略
断面図である。
【図５】図５は、本発明の電極の別の構造例、即ち、実施の態様１Ｂに係る電極を示す概
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略断面図である。
【図６】図６は、本発明の電極の別の構造例、即ち、実施の態様１Ｃに係る電極を示す概
略断面図である。
【図７】図７は、前記図２の点線Ａ１－Ａ１における断面構造の別の一例を示す概略断面
図である。
【図８】図８は、本発明の電極の別の構造例、即ち、実施の態様２Ａに係る電極を示す概
略断面図である。
【図９】図９は、本発明の電極の別の構造例、即ち、実施の態様２Ｂに係る電極を示す概
略断面図である。
【図１０】図１０は、本発明の電極の別の構造例、即ち、実施の態様２Ｃに係る電極を示
す概略断面図である。
【図１１】図１１は、静電容量型のタッチパネルにおける入力装置の別の一例を示す概略
平面図である。
【図１２】図１２は、入力装置外付型の液晶表示装置の構成の一例を示す概略断面図であ
る。
【図１３】図１３は、前記図１２の断面構造の一例を示す概略断面図である。
【図１４】図１４は、本発明の電極の別の構造例、即ち、実施の態様３Ａに係る電極を示
す概略断面図である。
【図１５】図１５は、本発明の電極の別の構造例、即ち、実施の態様３Ｂに係る電極を示
す概略断面図である。
【図１６】図１６は、本発明の電極の別の構造例、即ち、実施の態様３Ｃに係る電極を示
す概略断面図である。
【図１７】図１７は、前記図１２の断面構造の他の例を示す概略断面図である。
【図１８】図１８は、本発明の電極の別の構造例、即ち、実施の態様４Ａに係る電極を示
す概略断面図である。
【図１９】図１９は、本発明の電極の別の構造例、即ち、実施の態様４Ｂに係る電極を示
す概略断面図である。
【図２０】図２０は、本発明の電極の別の構造例、即ち、実施の態様４Ｃに係る電極を示
す概略断面図である。
【図２１】図２１は、表２のＮｏ．４の積層膜（本発明例）をリン硝酢酸系エッチング液
でパターニングしたときの断面形状を示す図である。
【図２２】図２２は、表２のＮｏ．１６の積層膜（本発明例）をリン硝酢酸系エッチング
液でパターニングしたときの断面形状を示す図である。
【図２３】図２３は、表２のＮｏ．２１の積層膜（比較例）をリン硝酢酸系エッチング液
でパターニングしたときの断面形状を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　まずタッチパネル構造における液晶表示装置部分について説明する。尚、以下ではディ
スプレイ、即ち表示装置として液晶表示装置を例に挙げるが、本発明はこれに限定されず
、その他の表示装置として例えば有機ＥＬ装置等にも適用できる。
【００２８】
　図１は、一般的な液晶表示装置１の構成を模式的に示す概略断面図である。図１に示す
液晶表示装置１は、ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）基板２を有し
ている。ＴＦＴ基板２は、例えば、アレイ基板である。ＴＦＴ基板２には、対向基板３が
対向して配置されている。対向基板３は、例えば、カラーフィルタ（ＣＦ、Ｃｏｌｏｒ　
Ｆｉｌｔｅｒ）基板４であり、視認される側に配置される。対向基板３には、緑色、青色
、赤色のカラーフィルタ５Ａ、５Ｂ、５Ｃ、ブラックマトリックス（Ｂｌａｃｋ　Ｍａｔ
ｒｉｘ、ＢＭ）６、カラーフィルタ基板４が形成される。ＴＦＴ基板２と対向基板３との
間には液晶が導入された液晶層７が狭持され、液晶層７は液晶封止材８により封止される
。更に、対向基板３の外側の面には、図示しないが偏光板及び位相差板等が設けられる。
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また、液晶表示パネルの反視認側、即ち、図１におけるＴＦＴ基板２の下方には、図示し
ないがバックライトユニット等が配設される。
【００２９】
　本発明の電極を含む入力装置、特にタッチパネルセンサーは、上記液晶表示装置１のカ
ラーフィルタ基板４の上方、即ち、操作面側に配置される。
【００３０】
　以下、上記入力装置のパターンを例示しながら、本発明の電極の好ましい実施態様につ
いて説明する。詳細には、入力装置例その１における実施の態様１および２と、入力装置
例その２における実施の態様３および４を例示しながら、本発明の電極について説明する
。
【００３１】
　（１）入力装置例その１
　図２は、静電容量型のタッチパネルにおける入力装置の一例を示す概略平面図である。
図２に示す入力装置１０は、配線が格子形状となっている。詳細には、透明基板の一種で
あるカラーフィルタ基板４の上部に、行ごとにＸ方向に配される駆動用の複数の金属電極
１１と；列ごとにＹ方向に配される検出用の複数の金属電極１２と；が設けられる。駆動
用電極１１と検出用電極１２とは、それぞれ異なる層に設けられており、絶縁層１３によ
り互いに絶縁される。
【００３２】
　図２の構成では、駆動用電極１１への電圧の印加により、駆動用電極１１と検出用電極
１２の間に生じるキャパシタンスの変化によって、ユーザのタッチ位置を検出する。
【００３３】
　本構成は、抵抗の小さい金属電極を駆動用電極１１および検出用電極１２として用いる
ことから、それぞれの電極を幅の狭い配線として形成することが可能である。そのためア
クティブエリアの透過率を十分高くすることができる特徴を有する。
【００３４】
　実施の態様１：入力装置例その１における断面構造例その１
　前記図２の点線Ａ１－Ａ１における断面構造の一例として、図３の断面構造が挙げられ
る。図３は、図２の入力装置１０を、図１に示す液晶表示装置１のカラーフィルタ基板４
に搭載した構造の一例を示す概略断面図である。
【００３５】
　図３に示されるように、カラーフィルタ基板４の上部には、行ごとにＸ方向に配される
複数の第１の金属電極１１が、同一の層に配置される。さらに列ごとにＹ方向に配される
複数の第２の金属電極１２が、第１の金属電極１１とは異なる層に配置される。この複数
の第１の金属電極１１と第２の金属電極１２は、表示装置の視認性を低下させないために
、図示していないがブラックマトリックスの直上に配置することが好ましい。複数の第１
の金属電極１１の間、複数の第２の金属電極１２の間、および、第１の金属電極１１と第
２の金属電極１２との間には、第１の絶縁層１３Ａ、第２の絶縁層１３Ｂが配置される。
第１の絶縁層１３Ａと第２の絶縁層１３Ｂには、例えば公知の透光性絶縁樹脂などを用い
ることができる。そして第２の絶縁層１３Ｂが設けられた面を覆うように、カバーガラス
１４が設けられる。尚、図３における１５はバックライトを示す。
【００３６】
　前記図３において、第１の金属電極１１や第２の金属電極１２として、本発明の電極を
好適に用いることができる。以下では、前記図３の第１の金属電極１１を例として、その
好ましい具体例を図４、図５および図６に示しながら、本発明の電極の好ましい実施形態
を詳しく説明する。但し、本発明の電極はこれらの図に限定されない。尚、図４、図５お
よび図６では、基板を、図３のカラーフィルタ基板４ではなく透明基板２４としている。
基板は特に限定されない意図である。液晶表示装置に適用する場合は、透明基板としてカ
ラーフィルタ基板を用いるが、本発明の電極を有機ＥＬ表示装置に用いる場合は、カラー
フィルタ基板は不要な場合が多く、カバーガラスのようなガラス基板等の透明基板を用い
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ることができる。本発明に用いられる透明基板の種類は後に詳述する。
【００３７】
　実施の態様１Ａ：第１層と第２層の二層構造からなる電極
　図４は、本発明の電極の一構造例を示す概略断面図である。図４の電極構造２０Ａにお
いて、透明基板２４は、ガラスやプラスチック等からなる基板を用いることができる。透
明基板２４上には、Ａｌ膜またはＡｌ合金膜からなる第１層２１、一部が窒化しているＡ
ｌ合金からなる第２層２２が少なくとも形成されている。積層構造において、第１層２１
は電極に用いられる配線用膜として作用し、第２層２２は光学調整層として作用する。
【００３８】
　実施の態様１Ｂ：第１層、第２層および第３層からなる三層構造の電極
　図５は、本発明の電極の別の構造例を示す概略断面図である。図５の電極構造２０Ｂに
おいて、電極は、Ａｌ膜またはＡｌ合金膜からなる第１層２１、一部が窒化しているＡｌ
合金からなる第２層２２、および透明導電膜からなる第３層２３が少なくとも形成された
積層構造を有している。積層構造において、第１層２１は電極に用いられる配線用膜とし
て作用し、第２層２２および第３層２３は光学調整層として作用する。なお、この積層構
造において第２層２２と第３層２３の順序は入れ替わってもよい。
【００３９】
　以下では、前記の第１層２１、第２層２２および第３層２３の各層について詳述する。
まずは第１層について説明する。
【００４０】
　本発明に用いられる第１層は、Ａｌ膜またはＡｌ合金膜（以下、Ａｌ／Ａｌ合金膜と略
記する場合がある。）で構成される。配線用金属として上記Ａｌ／Ａｌ合金膜を使用する
ことにより、リン硝酢酸系エッチング液によるウェットエッチング加工性が向上する。こ
こで、上記リン硝酢酸系エッチング液とは、リン酸と硝酸と酢酸を少なくとも含む混合液
を意味する。これに対し、第１層として、上記以外のＡｇ若しくはＣｕ、またはこれらの
合金を用いた場合、積層構造としたときに低シート抵抗は得られるが、リン硝酢酸系エッ
チング液に対するウェットエッチング加工性に劣り、エッチングレートが速くなるため、
良好なパターニング形状が得られない（後記する図２３を参照）。
【００４１】
　具体的には、第１層単膜の電気抵抗率が２０μΩ・ｃｍ以下の上記Ａｌ／Ａｌ合金膜を
用いることが好ましい。上記第１層の電気抵抗率は、電気抵抗率が１ｋΩ・ｃｍ以下であ
る第２層や、電気抵抗率が数百μΩ・ｃｍである第３層と比較して電気抵抗率が十分低い
ため、電荷の流れは第１層が支配的となり、積層構造のシート抵抗も低減される。
【００４２】
　電極層として用いられる上記第１層のＡｌ合金膜は、合金成分として、高融点金属元素
、希土類金属元素の少なくとも一種以上を含有することが好ましい。これにより、熱凝集
抑制効果が発揮される。ここで、高融点金属元素は、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｗ、Ｃｒ、Ｍｎ
などの融点が１２００℃以上の金属を意味する。また、希土類金属元素とは、ランタノイ
ド元素、即ちＬａからＬｕまでの１５元素およびスカンジウムとイットリウムを含む意味
である。これらのうち、特にＴｉ、Ｔａ、Ｍｎの高融点金属元素を含有するＡｌ合金を用
いることによって耐熱性が高められ、更に使用環境によって存在するハロゲン、塩水など
による腐食に対する耐食性も向上する。また、合金成分として、Ｃｕ、Ｇｅ、Ｚｒ、Ｎｉ
などのＡｌに対して貴な電極電位を有する元素を含有することも好ましい。これにより、
例えば後述する実施の態様３のように、Ａｌ合金電極と透明電極が接する構造を用いた場
合、Ａｌ合金薄膜と透明電極との接続界面における電池反応を抑制し、電解腐食を抑制す
ることができる。
【００４３】
　これらの中でも、より好ましくはＮｄ、Ｃｕ、Ｍｎ、Ｔａ、Ｇｅ、Ｌａ、Ｚｒ、および
Ｎｉよりなる群から選択される少なくとも一種の元素を含むＡｌ合金膜である。
【００４４】
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　上記第１層のＡｌ合金膜の合金元素含有量は、次の通りとすることが好ましい。即ち、
該合金元素含有量の下限は、上述した耐熱性と耐食性を確保するため、前記高融点金属元
素、希土類金属元素、およびＡｌよりも貴な電極電位を有する元素のうちの、少なくとも
一種以上の元素を、合計で０．１原子％以上含有させることが好ましく、より好ましくは
０．２原子％以上である。
【００４５】
　一方、上記合金元素含有量の上限は、低シート抵抗を実現するために次の通りとするこ
とが好ましい。即ち、前記希土類金属元素や前記高融点金属元素を含有させる場合には、
該希土類金属元素の合計含有量の上限と、該高融点金属元素の合計含有量の上限を、それ
ぞれ２原子％以下とすることが好ましく、それぞれ１原子％以下とすることがより好まし
い。前記Ａｌよりも貴な電極電位を有する元素を含有させる場合には、該元素の合計含有
量の上限を、３原子％以下とすることが好ましく、より好ましくは２原子％以下である。
また前記高融点金属元素、希土類金属元素、およびＡｌよりも貴な電極電位を有する元素
の合計含有量は、３原子％以下とすることが好ましく、より好ましくは２原子％以下であ
る。
【００４６】
　上記第１層の膜厚は、積層構造としたときのシート抵抗値を所定範囲まで下げるため、
５０ｎｍ以上であることが好ましい。第１層の膜厚が５０ｎｍを下回ると、所望とするシ
ート抵抗値を得ることが難しい。より好ましくは１００ｎｍ以上である。しかし、上記第
１層の膜厚が４００ｎｍを超えると、リン硝酢酸系エッチング液によるウェットエッチン
グ加工性や製造性が低下する虞があるため、第１層の膜厚を４００ｎｍ以下とすることが
好ましい。より好ましくは３００ｎｍ以下である。
【００４７】
　本発明に用いられる第２層は、Ａｌと；Ｍｎ、Ｃｕ、Ｔｉ、およびＴａよりなる群から
選択される少なくとも一種の元素（以下、Ｘ群元素と呼ぶ場合がある。）と；を含むＡｌ
合金（以下、Ａｌ－Ｘ合金と呼ぶ場合がある。）の一部が窒化（以下、Ａｌ－Ｘ合金－Ｎ
層と略記する場合がある）している層である。上記Ａｌ－Ｘ合金として、ＭｎおよびＣｕ
よりなる群から選択される少なくとも一種の元素を含むＡｌ合金の使用がハロゲン、塩水
などに対する耐食性向上の観点から好ましい。
【００４８】
　前記第２層は、波長４５０ｎｍ、波長５５０ｎｍ、および波長６５０ｎｍの消衰係数が
０．１５以上を満足していることが好ましい。また前記第２層は、波長４５０ｎｍ、波長
５５０ｎｍ、および波長６５０の屈折率が１．０以上であることが好ましい。前記第２層
として、このように消衰係数が高く、かつ屈折率の高いＡｌ－Ｘ合金－Ｎ層を使用するこ
とによって、積層構造全体の反射率を低減することができる。
【００４９】
　更に、上記第２層の電気抵抗率は、好ましくは１．０ｋΩ・ｃｍ以下である。第２層の
電気抵抗率がこの様に抑えられることによって、本発明の電極を例えばタッチパネルに適
用した場合であってタッチセンサー信号を受信するＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒ
ｃｕｉｔ）と接合した際に、直列抵抗を十分に小さくすることができ、信号強度に悪影響
を与えない。上記第２層の電気抵抗率が１．０ｋΩ・ｃｍよりも大きい場合、積層構造の
膜厚によってはＩＣとのコンタクトに悪影響を与えてしまい、信号受信強度が小さく、ノ
イズ等の影響を受けやすくなる。
【００５０】
　これに対し、特許文献１のように金属の酸化物を用いると、反射率を低減できたとして
も、電気抵抗率が増加してしまう。また、上記Ａｌ－Ｘ合金でなく、純Ａｌの一部が窒化
されたＡｌ－Ｎ層を用いた場合、消衰係数が低くなり、積層構造全体の反射率が低下する
（後記する実施例を参照）。
【００５１】
　本明細書において「その一部が窒化されている」とは、所望の効果が有効に発揮される
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よう、上記Ａｌ合金中に少なくとも窒素原子を含有していれば良く、必ずしも、化学量論
組成を満足する窒化物である必要はない。
【００５２】
　例えば、上記Ａｌ－Ｘ合金の窒化物をＡｌ－Ｘ－Ｎｙで表した場合、Ａｌ原子とＸ群元
素原子と窒素原子との総和を分母としたときの、窒素原子の含有比率ｙは、１４原子％以
上５７原子％以下の範囲内とすることが挙げられる。以下、この「窒素原子の含有比率ｙ
」を「窒素原子比率」ということがある。後述する実施例の表１のＮｏ．Ｄ、１０および
Ｗに示す通り、窒素原子比率が５８原子％の場合は、所望とする消衰係数が得られない場
合があるが、窒素原子比率を５７原子％以下とすることによって所望とする消衰係数が得
られやすくなる。所望とする消衰係数をより確実に得るには、前記窒素原子比率の下限を
２０原子％以上とすることが好ましく、また上限を好ましくは５６原子％以下、より好ま
しくは５０原子％以下、更に好ましくは４０原子％以下とするのがよい。Ａｌは窒化によ
ってＡｌと窒素原子が１対１で化合したＡｌＮを形成する。そのため、化学量論組成まで
窒化されるには５０原子％以上の窒素原子が必要になる。本発明では、化学量論組成に達
しない程度の窒素原子を含むことがより好ましく、つまりは、膜中に金属ＡｌまたはＸ群
元素が金属として分散し、金属状態のＡｌやＸ群元素と；ＡｌやＸ群元素の窒化物と；が
混在している状態であることがより好ましい。
【００５３】
　上記第２層の膜厚は、Ａｌ－Ｘ合金の組成などに基づいて決定される消衰係数に応じて
、所望とする消衰係数や低電気抵抗率が得られるよう、適切に制御することが好ましい。
後記する表１に示すように、Ａｌ中に同じＸ群元素を含む場合、Ｘ群元素の含有量が多い
程、Ａｌ－Ｘ合金－Ｎ層における消衰係数も大きくなるため、当該Ａｌ－Ｘ合金－Ｎ層の
膜厚を薄くしても、積層構造全体の反射率を低く抑えることができる。逆に、Ｘ群元素の
含有量が少ない程、Ａｌ－Ｘ合金－Ｎ層における消衰係数も小さくなるため、当該Ａｌ－
Ｘ合金－Ｎ層の膜厚を厚くしないと、積層構造全体の反射率を低く抑えることができない
。例えば、後記する実施例において、第２層に用いたＡｌ－７原子％Ｃｕ合金の窒化物（
表２、３、５および６に「Ａｌ－７ａｔ％Ｃｕ－Ｎ」と記載）とＡｌ－１７原子％Ｃｕ合
金の窒化物（表２や表３に「Ａｌ－１７ａｔ％Ｃｕ－Ｎ」と記載）の消衰係数を比較する
と、後記する表１に示すように、Ａｌ－１７ａｔ％Ｃｕ－Ｎの方がＡｌ－７ａｔ％Ｃｕ－
Ｎに比べて大きい。そのため、消衰係数が大きいＡｌ－１７ａｔ％Ｃｕ－Ｎを用いた場合
は、その膜厚を少なくとも１０ｎｍ超にするだけで、積層構造としたときの低反射率を確
保できるのに対し、消衰係数が小さいＡｌ－７ａｔ％Ｃｕ－Ｎを用いた場合は、その膜厚
を少なくとも１００ｎｍ超にしないと、積層構造としたときの高反射率を確保することが
できない（後記する表２を参照）。
【００５４】
　上記第２層に含まれるＸ群元素の好ましい含有量は元素の種類によって異なるが、Ｃｕ
であれば、５原子％以上３０原子％以下含むことが好ましく、より好ましくは７原子％以
上２０原子％以下である。Ｍｎであれば、３０原子％以上８０原子％以下含むことが好ま
しく、より好ましくは４０原子％以上８０原子％以下である。Ｔｉであれば、１原子％以
上２０原子％以下含むことが好ましく、より好ましくは２原子％以上１５原子％以下であ
る。Ｔａであれば、５原子％以上３０原子％以下含むことが好ましい。各元素の含有量が
好ましい上限値を超えても光学特性や電気抵抗率は満足するが、薄膜形成に用いるスパッ
タリングターゲットを容易に製造する観点から、また、第１層、第２層および第３層の積
層膜の配線加工を容易に行う観点からは、上記の組成範囲とすることが好ましい。
【００５５】
　また、上記第２層中の窒素原子比率やＡｌ合金中のＸ群元素の含有量は、第２層内の膜
厚方向において、一定であっても良いし、変化しても良い、すなわち、濃度分布を有して
いても良い。本発明において、上記第２層は積層構造の光学調整としての役割を担ってお
り、所望とする消衰係数を有する限り、第２層中の窒素原子比率や合金元素の分布は問わ
ない。
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【００５６】
　本発明に用いられる第３層は透明導電膜で構成される。上記第３層は、前述した第２層
と合わせて、本発明に係る積層構造の光学調整層として有効に作用する層であり、これに
より、低反射率を実現することができる。上記透明導電膜としては、本発明の技術分野に
おいて通常用いられるものであれば特に限定されないが、ＩｎとＳｎを少なくとも含む酸
化物からなる透明導電膜、またはＩｎとＺｎを少なくとも含む酸化物からなる透明導電膜
、例えば、ＩＴＯ（Ｉｎ－Ｓｎ－Ｏ）、ＩＺＯ（Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ）などが、好ましく用い
られる。
【００５７】
　上記第３層の膜厚は、前述した第１層と第２層からの反射光の位相を調整して積層膜の
反射率が最小になるように、また、ウェットエッチング加工性などが確保されるよう、適
切に制御することが好ましい。
【００５８】
　透明基板は、本発明の技術分野に通常用いられ、透明性を有するものであれば特に限定
されず、例えば、カラーフィルタ基板やカバーガラスを構成する、ガラス基板、フィルム
基板、プラスチック基板、石英基板などが挙げられる。
【００５９】
　本発明の電極は、所望とする低シート抵抗および低反射率の更なる向上を目的として、
或いは、他の特性向上を目的として、公知の膜を介在させることもできる。以下に、五層
構造からなる本発明電極の、好ましい実施形態を説明するが、本発明はこれに限定されな
い。
【００６０】
　実施の態様１Ｃ：第１層、第２層、第３層およびＭｏ膜の五層構造の電極
　図６は、本発明の電極の別の構造例を示す概略断面図である。この電極構造２０Ｃは、
本発明に係る電極の好ましい実施形態の一つであり、上述した図５の電極構造２０Ｂにお
いて、第１層２１を構成するＡｌ／Ａｌ合金膜の上下にＭｏ膜２５を積層したもの（五層
構造）である。Ｍｏ膜２５は、密着性や耐熱性などの特性を向上させる膜として知られて
おり、本発明でも好ましく用いられる。尚、図６では、第１層２１の上下共にＭｏ膜２５
を積層しているが、第１層２１の上または下のいずれかにＭｏ膜２５が形成されていても
よい。
【００６１】
　以下、実施の態様２～４について説明するが、第１層２１、第２層２２、第３層２３、
その他の層や透明基板２０については、上記実施の態様１と同じである。
【００６２】
　実施の態様２：入力装置例その１における断面構造例その２
　前記図２の点線Ａ１－Ａ１における断面構造の他の例として、図７の断面構造が挙げら
れる。図７は、図２の入力装置１０を、図１に示す液晶表示装置のカラーフィルタ基板４
に搭載した構造の別の一例を示す概略断面図である。
【００６３】
　図７では、複数の第２の金属電極１２はカバーガラス１４の裏面に接するように設けら
れ、複数の第１の金属電極１１は、カラーフィルタ基板４の直上ではなく第２の絶縁層１
３Ｂに接するように設けられている。この点が図３と異なっている。
【００６４】
　詳細には図７では、カラーフィルタ基板４の上に第１の絶縁層１３Ａが配置される。第
１の絶縁層１３Ａの上部にカラーフィルタ基板と接することなく、行ごとにＸ方向に配さ
れる複数の第１の金属電極１１が配置される。複数の第１の金属電極１１の上には第２の
絶縁層１３Ｂが配置される。さらに列ごとにＹ方向に配される複数の第２の金属電極１２
が、第２の絶縁層１３Ｂの上部に配置される。複数の第２の金属電極１２は、カバーガラ
ス１４に接するように配置される。
【００６５】
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　前記図７における第１の金属電極１１や第２の金属電極１２として、本発明の電極を好
適に用いることができる。以下では、前記図７の第２の金属電極１２を例として、その電
極構造の具体例を図８、図９および図１０に示しながら、本発明に係る電極の好ましい実
施形態を詳しく説明する。図８～１０の透明基板２４は、前記図７のカバーガラス１４に
相当する。但し、本発明の電極はこれらの図に限定されない。
【００６６】
　実施の態様２Ａ：第１層と第２層の二層構造からなる電極
　図８は、本発明の電極の別の構造例を示す概略断面図である。図８の電極構造２０Ｅに
おいて、透明基板２４には、一部が窒化しているＡｌ合金からなる第２層２２、Ａｌ膜ま
たはＡｌ合金膜からなる第１層２１が少なくとも形成される。本態様では、第１層２１の
Ａｌ合金膜層が視認されないように、光学調整層である第２層２２が、透明基板２４側に
より近い位置に設けられる。
【００６７】
　実施の態様２Ｂ：第１層、第２層および第３層からなる三層構造の電極
　図９は、本発明の電極の別の構造例を示す概略断面図である。図９の電極構造２０Ｆに
おいて、透明基板２４には、透明導電膜からなる第３層２３、一部が窒化しているＡｌ合
金からなる第２層２２、そしてＡｌ膜またはＡｌ合金膜からなる第１層２１が少なくとも
形成されている。この積層構造において第２層２２、第３層２３の順序は入れ替わっても
よい。
【００６８】
　実施の態様２Ｃ：第１層、第２層、第３層およびＭｏ膜の五層構造の電極
　図１０は、本発明の電極の別の構造例を示す概略断面図である。図１０の電極構造２０
Ｇは、本発明に係る電極の好ましい実施形態の一つであり、上述した図９の電極構造２０
Ｆにおいて、第１層２１を構成するＡｌ／Ａｌ合金膜の上下にＭｏ膜２５を積層した五層
構造である。Ｍｏ膜２５の効果は、上記図６で説明した通りである。この図１０では、第
１層２１の上下共にＭｏ膜２５を積層しているが、第１層２１の上または下のいずれかに
Ｍｏ膜が形成されていてもよい。
【００６９】
　（２）入力装置例その２
　図１１は、静電容量型のタッチパネルにおける入力装置の別の一例を示す概略平面図で
ある。図１１の入力装置３０では電極がダイヤ形状の透明電極となっている。詳細には、
透明基板３３と、透明基板３３の上部に、行ごとにＸ方向に配されるダイヤ形状を有する
複数の第１の電極パターン３１Ａと、第１の透明電極３１Ａ間を接続する第１のブリッジ
電極３１Ｂと、列ごとにＹ方向に配されるダイヤ形状を有する複数の第２の電極パターン
３２Ａと、第２の透明電極３２Ａ間を接続する第２のブリッジ電極３２Ｂが設けられる。
第１の電極パターン３１Ａおよびブリッジ電極３１Ｂからなる第１の透明電極と、第２の
電極パターン３２Ａおよびブリッジ電極３２Ｂからなる第２の透明電極とは、図示しない
絶縁層により互いに絶縁される。それぞれの電極パターンは、外周配線３１Ｃや３２Ｃを
介して、図示しない制御部に接続される。
【００７０】
　図１１の構成では、スクリーンへ指などが接触した際に、第１の電極パターン３１Ａと
第２の電極パターン３２Ａとの間に生じるキャパシタンスの変化を通じてユーザのタッチ
位置を検出する。
【００７１】
　第１の電極パターン３１Ａおよび第２の電極パターン３２Ａには、一般的に透明導電性
材料が用いられる。具体的には例えば、ＩＴＯ（Ｉｎ－Ｓｎ－Ｏ）や、ＩＺＯ（Ｉｎ－Ｚ
ｎ－Ｏ）などの金属酸化物が挙げられる。
【００７２】
　本構成は、それぞれの電極パターン間を接続するブリッジ電極３１Ｂ、３２Ｂや入力装
置の外周配線３１Ｃ、３２Ｃに、抵抗の小さい金属電極を用いることによって、検出能の
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高い入力装置を形成することができる特徴を有する。
【００７３】
　なお、本構成は、入力装置を液晶セルと別個に形成する、入力装置外付型、すなわちア
ウトセル構造型の液晶表示装置において適用することが可能である。アウトセル型構造は
、カバーガラス、タッチパネル、ディスプレイをそれぞれ個別に作成して接着するので製
造方法がシンプルという特徴を有しており、広く一般的に使用されている。
【００７４】
　図１２は、入力装置外付型の液晶表示装置の構成の一例を示す概略断面図である。図１
２に示す液晶表示装置４０は、カバーガラス４１、タッチパネル４２、ディスプレイ４３
を有している。タッチパネル４２として上述した図１１の構造の入力装置が用いられうる
。カバーガラス４１、タッチパネル４２、ディスプレイ４３のそれぞれは、ＯＣＡ（Ｏｐ
ｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｌｅａｒ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ、光学透明両面）テープ、もしくはＯＣ
Ｒ（Ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｌｅａｒ　ｒｅｓｉｎ、光学透明樹脂）などの接着層４４によっ
て接着されている。ディスプレイ４３には、図示していないがカラーフィルタ基板、液晶
、ＴＦＴ基板、バックライトユニット等が配設される。
【００７５】
　実施の態様３：入力装置例その２における断面構造例その１
　前記図１２の断面構造の一例として、図１３の断面構造５０が挙げられる。この図１３
は、前記図１２におけるカバーガラス４１、このカバーガラス４１と接する接着層４４、
およびタッチパネル４２の断面構造の一例を示すものである。図１３における矢印は、表
面側から見る方向を示す。図１３に示すように、第１の透明基板に該当するカラーフィル
ター４には、Ｘ方向に配される第１の透明電極５２と、Ｙ方向に配される第２の透明電極
５３が設けられる。座標の検出は互いの透明電極５２，５３間における静電容量の変化に
基づき行う。第１の透明電極５２Ａ、および第２の透明電極５３はそれぞれが接触しない
よう、絶縁層５４により分離される。図１３において第１のブリッジ電極５２Ｂは、第１
の透明電極５２Ａ間を電気的に接続している。接着層４４は、第２の透明基板であるカバ
ーガラス４１と、それぞれの透明電極およびブリッジ電極などを接合する層である。接着
層は、ＯＣＡやＯＣＲなどの透明粘着層であり、アクリル系粘着材などが用いられる。
【００７６】
　前記図１３における第１のブリッジ電極５２Ｂとして、本発明の電極を好適に用いるこ
とができる。以下では、前記図１３のＡ２－Ａ２における断面構造の好ましい例として、
図１４、図１５および図１６の構造を示しながら、本発明に係る電極の好ましい実施形態
を詳しく説明する。
【００７７】
　実施の態様３Ａ：第１層と第２層の二層構造からなる電極
　図１４は、本発明の電極の別の構造例を示す図である。図１４の電極構造２０Ｈにおい
て、透明基板２４上には、静電容量を形成する透明電極２６、Ａｌ膜またはＡｌ合金膜か
らなる第１層２１、一部が窒化しているＡｌ合金からなる第２層２２が少なくとも形成さ
れている。
【００７８】
　実施の態様３Ｂ：第１層、第２層および第３層からなる三層構造の電極
　図１５は、本発明の電極の別の構造例を示す図である。図１５の電極構造２０Ｉにおい
て、透明基板２４上には、透明電極２６、Ａｌ膜またはＡｌ合金膜からなる第１層２１、
一部が窒化しているＡｌ合金からなる第２層２２、透明導電膜２３からなる第３層が形成
されている。なお、この積層構造では第２層２２、第３層２３の順序を入れ替えることが
可能である。
【００７９】
　実施の態様３Ｃ：第１層、第２層、第３層およびＭｏ膜の五層構造の電極
　図１６は、本発明の電極の別の構造例を示す図である。図１６の電極構造２０Ｊは、上
述した図１５の電極構造２０Ｉにおいて、第１層２１を構成するＡｌ／Ａｌ合金膜の上下
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にＭｏ膜２５を積層した五層構造である。Ｍｏ膜２５の効果は、上記図６で説明した通り
である。この図１６では、第１層２１の上下共にＭｏ膜２５を積層しているが、第１層２
１の上または下のいずれかにＭｏ膜２５が形成されていてもよい。
【００８０】
　なお、前記の図１４、図１５および図１６に示す電極の積層構造は、透明基板２４と本
発明の電極との間に透明電極２６が介在している例を示しているが、これに限定されず、
例えば、透明電極２６の代わりにまたは透明電極２６と共に、絶縁層や接着層などが介在
する場合や、透明基板と本発明の電極が直接接触する場合も含まれる。
【００８１】
　実施の態様４：入力装置例その２における断面構造例その２
　前記図１２の断面構造の他の一例として、図１７の断面構造６０が挙げられる。図１７
において前記図１２と同一箇所には同一符号を付している。図１７の断面構造６０では、
第２の透明基板、即ちカバーガラス４１の裏面側に、透明電極５２Ａや５３、絶縁層５４
、および第１のブリッジ電極５２Ｂとして金属電極が設けられており、この点が前述の実
施の態様３と異なる。図１３における矢印は、表面側から見る方向を示す。図１７に示す
ように、接着層４４は、第１の透明基板であるカラーフィルタ基板と、これに対向する第
１、第２の透明電極５２Ａ、５３および第１のブリッジ電極５２Ｂを接合する層として設
けられる。
【００８２】
　前記図１７における第１のブリッジ電極５２Ｂとして、本発明の電極を好適に用いるこ
とができる。以下では、前記図１７のＡ３－Ａ３における断面構造の好ましい例として、
図１８、図１９および図２０の構造を示しながら、本発明の電極の好ましい実施形態を詳
しく説明する。
【００８３】
　実施の態様４Ａ：第１層と第２層の二層構造からなる電極
　図１８は、本発明の電極の別の構造例を示す図である。図１８の電極構造２０Ｋにおい
て、透明基板２４には、静電容量を形成する透明電極２６、一部が窒化しているＡｌ合金
からなる第２層２２、Ａｌ膜またはＡｌ合金膜からなる第１層２１が少なくとも形成され
ている。本態様では、第１層２１のＡｌ／Ａｌ合金膜が視認されないように、光学調整層
である第２層２２が、視認される側、すなわち透明基板により近い位置に設けられる。
【００８４】
　実施の態様４Ｂ：第１層、第２層および第３層からなる三層構造の電極
　図１９は、本発明の電極の別の構造例を示す図である。図１９の電極構造２０Ｌにおい
て、透明基板２４には、静電容量を形成する透明電極２６、透明導電膜からなる第３層２
３、一部が窒化しているＡｌ合金からなる第２層２２、およびＡｌ膜またはＡｌ合金膜か
らなる第１層２１が少なくとも形成される。本態様では、第１層２１のＡｌ合金膜層が視
認されないように、光学調整層である第２層２２、第３層２３が、視認される側、すなわ
ち透明基板２４により近い位置に設けられる。なお、この積層構造において第２層２２、
第３層２３の順序は入れ替わっていてもよい。
【００８５】
　実施の態様４Ｃ：第１層、第２層、第３層およびＭｏ膜の五層構造の電極
　図２０は、本発明の電極の別の構造例を示す図である。図２０の電極構造２０Ｍは、上
述した図１９の電極構造２０Ｌにおいて、第１層２１を構成するＡｌ／Ａｌ合金膜の上下
にＭｏ膜２５を積層した五層構造である。Ｍｏ膜２５の効果は、上記図６で説明した通り
である。この図２０では、第１層２１の上下共にＭｏ膜２５を積層しているが、第１層２
１の上または下のいずれかにＭｏ膜２５が形成されていてもよい。
【００８６】
　以上、本発明の電極について詳述した。
【００８７】
　本明細書において「電極」は電極形状に加工する前の配線も含む。上述したように本発
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明の電極は、低いシート抵抗と低い反射率を兼ね備えているため、入力装置の入力領域に
用いられる電極のみならず、当該電極を延長してパネル外周部の配線領域にも適用可能で
ある。
【００８８】
　前述した実施の態様１および実施の態様２では、検出用電極および駆動用電極を金属電
極により形成し、入力装置を液晶のカラーフィルタとカバーガラスの間に形成する、いわ
ゆるオンセル型構造に適用する例を示し、その構成を詳細に説明したが、本発明はこれに
限定されない。
【００８９】
　また、前述の実施の態様３および実施の態様４では、検出用電極および駆動用電極を透
明電極とし、前記透明電極間のブリッジ電極を金属電極により形成する入力装置を、液晶
セルとは別個に形成する、いわゆるアウトセル型構造に適用する例を示し、その構成を詳
細に説明したが、本発明はこれに限定されるものでもない。
【００９０】
　本発明の電極は、例えば液晶表示装置内、例えばＴＦＴ基板とカラーフィルタ基板の間
に入力装置の電極を組み込んだいわゆるインセル型構造に適用することも可能である。こ
のように本発明は前記実施の態様に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲
で種々の変更が可能であることはいうまでもない。
【００９１】
　また本発明の電極が適用される入力装置には、タッチパネルなどのように表示装置に入
力手段を備えた入力装置；タッチパッドのような表示装置を有さない入力装置の両方が含
まれる。具体的には上記各種表示装置と位置入力手段を組み合わせ、画面上の表示を押す
ことで機器を操作する入力装置や、位置入力手段上の入力位置に対応して別途設置されて
いる表示装置を操作する入力装置の電極にも本発明の電極を用いることができる。上記入
力装置には、本発明の電極に加えて、上記に例示した通り、透明基板、透明電極、接着層
、絶縁膜等が含まれうるが、これらは、タッチパネルやタッチパッド等で用いられている
ものを採用することができる。
【００９２】
　次に、本発明の電極を製造する方法について説明する。以下では前述の実施の態様１Ａ
を例に製造方法を説明する。
【００９３】
　上述した積層構造を有する電極を製造するに当たっては、細線化や膜内の合金成分の均
一化、更には添加元素量の制御のし易さなどの観点から、スパッタリングターゲットを用
いてスパッタリング法にて成膜することが好ましい。
【００９４】
　特に本発明の電極を特徴付ける第２層を構成するＡｌ－Ｘ合金－Ｎ層を成膜するには、
例えば後にも示す通り、Ａｌスパッタリングターゲットと所望のＸ群元素を含むスパッタ
リングターゲットのコスパッタ法；Ａｌスパッタリングターゲット上に所望の元素を含む
金属チップをチップオンして成膜する方法などが挙げられる。或いは、所望の組成になる
よう合金ターゲットを用いてもよい。
【００９５】
　生産性および膜質制御などの観点を考慮すると、窒素ガスを含む反応性スパッタリング
法を採用することが好ましい。すなわち、本発明に係る電極の製造方法は、窒素ガスを含
む反応性スパッタリング法によって上記第２層を構成するＡｌ－Ｘ合金－Ｎ層を成膜する
ところに特徴がある。
【００９６】
　上記第２層を成膜するための反応性スパッタリング法の条件は、例えば、使用するＡｌ
合金の種類や導入したい窒素原子比率などに応じて適切に制御すれば良いが、以下のよう
に制御することが好ましい。
　・基板温度：室温～４００℃
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　・雰囲気ガス：窒素ガス、Ａｒガス
　・成膜時の窒素ガス流量：Ａｒガスの５～５０％
　・スパッタパワー：１００～５００Ｗ
　・到達真空度：１×１０-6Ｔｏｒｒ以下
【００９７】
　使用するスパッタリングターゲットは、成膜したい第２層に対応するＡｌまたはＡｌ合
金のスパッタリングターゲットを用いれば良い。Ａｌ－Ｘ合金－Ｎ層を成膜する場合、使
用するスパッタリングターゲットとして、成膜したい第２層を構成する金属元素を含む複
数のスパッタリングターゲットを用いてもよい。スパッタリングターゲットの形状は特に
限定されず、スパッタリング装置の形状や構造に応じて任意の形状、例えば角型プレート
状、円形プレート状、ドーナツプレート状、円筒状などに加工したものを用いることがで
きる。
【００９８】
　但し、第２層の成膜方法は上記方法に限定されない。例えば、予め窒化処理された、Ａ
ｌ窒化物またはＡｌ合金窒化物のスパッタリングターゲットを用い、Ａｒ等の希ガス元素
のみを含む雰囲気、即ち窒素ガスの導入なしでスパッタリングし、所望とする第２層を成
膜してもよい。または、所望のＡｌ合金と同じ組成の合金スパッタリングターゲットを用
い、かつ雰囲気ガスとして窒素ガスを用いてスパッタリングし、所望とする第２層を成膜
してもよい。または、前記合金スパッタリングターゲットの代わりに、組成の異なる二つ
以上の純金属ターゲットや合金ターゲットを用い、これらを同時に放電させて第２層を成
膜してもよい。第２層中の窒素原子比率を制御する方法として、たとえば、Ｘ群元素の種
類や添加量を変えたり、成膜時のプロセスガス中の窒素ガスの流量を調整したり、Ａｌ合
金窒化物ターゲットの窒素原子の含有量を調整することが挙げられる。
【００９９】
　本発明は上記第２層の成膜方法に特徴があり、それ以外の各層の成膜方法は、本発明の
技術分野において通常用いられる方法を適宜採用することができる。
【０１００】
　上記製造方法では、例として前述の実施の態様１Ａに係る電極の製造方法を示したが、
他の実施の態様においても、上記第１層と第２層の形成順序を替えて製造することができ
る。また、第３層である透明導電膜や、更に積層させるＭｏ膜、透明電極を構成する酸化
物層等を、公知の方法で形成することができる。
【実施例】
【０１０１】
　以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明は下記実施例によって
制限されず、前・後記の趣旨に適合し得る範囲で変更を加えて実施することも可能であり
、それらはいずれも本発明の技術的範囲に包含される。即ち、以下では、前述の実施の態
様１と実施の態様２に係る例を示しているが、本発明の電極を他の実施の態様に適用した
場合も同様の効果を奏する。
【０１０２】
　［実施例１］
　本実施例では、透明基板側から順に、第１層、第２層および第３層を積層させた構造の
試料を作製した。前記第２層として表１に記載のＡｌ－Ｎ層またはＡｌ－Ｘ合金－Ｎ層を
用い、表２または表３に示す積層膜の試料を成膜し、反射率およびシート抵抗を測定し、
またリン酸硝酢酸系エッチング液によるウェットエッチング加工性の評価を行った。以下
では、透明基板側から順に、第１層、第２層、第３層を成膜する方法を順番に説明する。
【０１０３】
　（１）試料の作製
　（１－１）第１層の成膜
　まず、透明基板として無アルカリ硝子板（板厚０．７ｍｍ、直径４インチ）を用い、そ
の表面に、ＤＣマグネトロンスパッタリング法により、表２または表３に示す第１層を成
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膜した。成膜に当たっては、成膜前にチャンバー内の雰囲気を一旦、到達真空度：３×１
０-6Ｔｏｒｒに調整してから、上記金属膜と同一の成分組成を有する直径４インチの円盤
型スパッタリングターゲットを用い、下記条件でスパッタリングを行った。
　（スパッタリング条件）
　　　・Ａｒガス圧：２ｍＴｏｒｒ
　　　・Ａｒガス流量：３０ｓｃｃｍ
　　　・スパッタパワー：２５０Ｗ
　　　・基板温度：室温
【０１０４】
　（１－２）第２層の成膜
　〔第２層が表１のＮｏ．１～１１〕
　第２層が表１に記載の組成となるよう、所望組成の合金ターゲットを用い、以下の条件
で、窒素ガスとの反応性スパッタリング法による成膜を行なうか、または前記合金ターゲ
ットの代わりに、純ＡｌターゲットとＸ群元素からなるターゲットとを用いて、窒素ガス
との反応性スパッタリングを行う、コスパッタ法により成膜を行なって、Ａｌ－Ｎ層、ま
たはＡｌ－Ｘ合金－Ｎ層としてＡｌ－Ｔｉ合金－Ｎ層、Ａｌ－Ｔａ合金－Ｎ層、Ａｌ－Ｍ
ｎ合金－Ｎ層もしくはＡｌ－Ｃｕ合金－Ｎ層を形成した。本実施例において、表２では、
第２層成膜時のＡｒガス流量を一定とし、窒素ガス流量を下記の通りとした。また表３で
は下記の通り、第２層成膜時のＡｒガス流量と窒素ガス流量は一定とした。表１の「成膜
方法」の欄において、前記合金ターゲットを用いて成膜した場合を「１ターゲット」と示
し、前記コスパッタ法により成膜した場合を「コスパッタ」と示す。
　（反応性スパッタリング条件）
　　　・ガス圧：２ｍＴｏｒｒ
　　　・Ａｒガス流量：１０ｓｃｃｍ
　　　・窒素ガス流量：表２のＮｏ．１～２２は３ｓｃｃｍ、表３は５ｓｃｃｍ
　　　・スパッタパワー：５００Ｗ
　　　・基板温度：室温
【０１０５】
　〔第２層が表１のＮｏ．Ａ～Ｃ〕
　純ＡｌとＡｌ－２０原子％Ｔｉターゲットを用い、表１の組成になるように、成膜パワ
ー比を変えてコスパッタ法により薄膜を形成した。その他のスパッタリング条件は以下の
通りである。
・ガス圧：２ｍＴｏｒｒ
・Ａｒガス流量：１４ｓｃｃｍ
・窒素ガス流量：７ｓｃｃｍ
・スパッタパワー：５００Ｗ
・基板温度：室温
【０１０６】
　〔第２層が表１のＮｏ．Ｄ～Ｆ〕
　純ＡｌとＡｌ－３０原子％Ｔａターゲットを用い、表１の組成になるように、成膜パワ
ー比を変えてコスパッタ法にて薄膜を形成した。その他のスパッタリング条件は以下の通
りである。
・ガス圧：２ｍＴｏｒｒ
・Ａｒガス流量：１４ｓｃｃｍ
・窒素ガス流量：７ｓｃｃｍ
・スパッタパワー：５００Ｗ
・基板温度：室温
【０１０７】
　〔第２層が表１のＮｏ．Ｇ～Ｍ〕
　Ａｌ－１７原子％Ｃｕ合金ターゲットを用い、ガス圧：２ｍＴｏｒｒ、スパッタパワー
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：５００Ｗ、Ａｒガスと窒素ガスの合計流量に対する窒素ガス流量の比率：９％～４４％
、基板温度：室温の条件で成膜した。
【０１０８】
　〔第２層が表１のＮｏ．Ｎ～Ｒ〕
　Ａｌ－１２原子％Ｃｕ合金ターゲットを用い、ガス圧：２ｍＴｏｒｒ、スパッタパワー
：５００Ｗ、Ａｒガスと窒素ガスの合計流量に対する窒素ガス流量の比率：９％～４４％
、基板温度：室温の条件で成膜した。
【０１０９】
　〔第２層が表１のＮｏ．Ｓ～Ｘ〕
　Ａｌ－７原子％Ｃｕ合金ターゲットを用い、ガス圧：２ｍＴｏｒｒ、スパッタパワー：
５００Ｗ、Ａｒガスと窒素ガスの合計流量に対する窒素ガス流量の比率：９％～４４％、
基板温度：室温の条件で成膜した。
【０１１０】
　尚、後述する第２層の光学定数および電気抵抗率の測定、ならびに第２層の窒素原子比
率の分析には、試料として、無アルカリ硝子板（板厚０．７ｍｍ、直径４インチ）に、前
記第２層のみを前記条件で成膜したものを用いた。また、第１層の電気抵抗率の測定用に
、前記第１層のみを前記条件で成膜したものも用意した。
【０１１１】
　（１－３）第３層の成膜
　上記のようにして第２層のＡｌ－Ｎ層またはＡｌ－Ｘ合金－Ｎ層を成膜した後、引き続
き、その表面に、ＤＣマグネトロンスパッタリング法により、下記のスパッタリング条件
で、透明導電膜としてＩＺＯ膜を成膜した。透明導電膜の成膜に当たっては、成膜前にチ
ャンバー内の雰囲気を一旦、到達真空度：３×１０-6Ｔｏｒｒに調整してから、透明導電
膜と同一組成であって直径４インチの円盤型のＩＺＯスパッタリングターゲットを用いた
。
　　（スパッタリング条件）
　　　・ガス圧：２ｍＴｏｒｒ
　　　・Ａｒガス流量：１８ｓｃｃｍ
　　　・Ｏ２ガス流量：１ｓｃｃｍ
　　　・スパッタパワー：２５０Ｗ
　　　・基板温度：室温
【０１１２】
　このようにして得られた積層膜の反射率、シート抵抗、およびウェットエッチング加工
性を以下のようにして測定した。また、第２層の窒素原子比率、光学定数として屈折率と
消衰係数、および電気抵抗率を以下のようにして測定した。
【０１１３】
　（２）第２層の窒素原子比率の分析
　表１に示す第２層の一部の窒化状態を調べるため、パ－キン・エルマ－社製のＰＨＩ６
５０走査型オージェ電子分光装置を用いて、エネルギー：３ｋｅＶ、電流：約５０ｎＡの
電子線を角度７５°で第２層の表面に照射し、ＡＥＳ（Ａｕｇｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　
Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）スペクトル（オージェスペクトルともいう）を測定した。第
２層の深さ方向については、Ａｒ+のイオンスパッタでエッチングしながら、上記の条件
で同様に測定を行った。上記方法で測定したＡｌ原子とＸ群元素原子と窒素原子との総量
を分母としたときの、窒素原子の含有比率を、第２層中の窒素原子比率として求めた。そ
の結果を表１の「窒素原子比率」の欄に記載する。
【０１１４】
　（３）第２層の光学定数（屈折率と消衰係数）の測定
　上記の方法で得られた第２層の単膜について、Ｊ．Ａ．Ｗｏｏｌｌａｍ．Ｊａｐａｎ社
製　分光エリプソメーターＭ－２０００Ｕを用い、光学定数として屈折率と消衰係数を測
定した。そして本実施例では、λ＝４５０ｎｍ、５５０ｎｍ、６５０ｎｍのいずれの波長
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ｍのいずれの波長域においても全て屈折率が１．０以上の場合を合格とした。
【０１１５】
　（４）第２層の電気抵抗率の測定
　４端子法で電気抵抗率を測定した。尚、表１において、例えばＮｏ．１の「４．２２Ｅ
－０３」は、４．２２×１０-3を意味する。
【０１１６】
　（５）第１層の電気抵抗率の測定
　４端子法で電気抵抗率を測定した。本実施例では、第１層の電気抵抗率が２０μΩ・ｃ
ｍ以下のものを合格と評価した。その結果を表４に示す。表４から本実施例で用いたＡｌ
合金膜はいずれも電気抵抗率が２０μΩ・ｃｍ以下であることがわかる。
【０１１７】
　（６）積層膜の反射率の測定
　上記の方法で得られた積層膜の反射率について、日本分光社製Ｖ－５７０分光光度計を
用い、４５０ｎｍ、５５０ｎｍ、６５０ｎｍでの絶対反射率を測定して求めた。波長４５
０ｎｍ、５５０ｎｍ、６５０ｎｍでの反射率がいずれも５０％以下のものを合格、即ち低
反射率に優れると評価し、一つでも５０％超のものを不合格と評価した。
【０１１８】
　（７）積層膜のシート抵抗の測定
　４端子法でシート抵抗を測定した。本実施例では、シート抵抗が２．０Ω／□以下のも
のを合格と評価した。
【０１１９】
　（８）積層膜の、リン酸硝酢酸系エッチング液によるウェットエッチング加工性の評価
　リン酸３７５ｍＬ、硝酸１５．７ｍＬ、酢酸７２．９ｍＬ、水３６．３ｍＬを混合して
リン硝酢酸系エッチング液を調整した。このようにして得られたリン硝酢酸系エッチング
液を用いて上記積層膜をエッチング加工し、図２１および図２２に示すような順テーパー
形状が得られたものをＯＫ、即ちウェットエッチング加工性に優れると評価し、順テーパ
ー形状が得られないものをＮＧと評価した。
【０１２０】
　これらの結果を表１～４に示す。表１の最右欄に「評価」の欄を設け、屈折率と消衰係
数の全てが合格のものは「ＯＫ」と評価し、いずれか一つが不合格のものは「ＮＧ」と評
価した。
【０１２１】
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【表１】

【０１２２】
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【表２－１】

【０１２３】
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【表２－２】

【０１２４】
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【表３】

【０１２５】
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【表４】

【０１２６】
　まず、表１を参照する。表１には、純Ａｌまたは種々のＡｌ－Ｘ合金（Ｘ合金＝Ｔｉ、
Ｔａ、ＭｎまたはＣｕ）の一部を窒化したＡｌ－Ｎ層またはＡｌ－Ｘ合金－Ｎ層の、屈折
率および消衰係数の結果を示している。尚、電気抵抗率の結果も併せて示している。
【０１２７】
　表１より、Ｘ群元素が同じ元素である場合、Ａｌ中に含まれるＸ群元素の含有量が多く
なるに伴い、消衰係数は増加することが分かる。これらのうち、Ｘ群元素として４３原子
％以上のＭｎを含むＡｌ－Ｍｎ－Ｎ層は、いずれの波長域においても消衰係数が高く、本
発明における第２層として好適に用いられることが分かる。
【０１２８】
　これに対し、純Ａｌの一部を窒化したＡｌ－Ｎ層の消衰係数はいずれの波長域において
も低い。すなわち、ＡｌＮは、本発明における第２層として適さないことが分かる。
【０１２９】
　次に表２および表３に基づき、考察する。
【０１３０】
　表２のＮｏ．２～６、８、９、１１～１６、１９、ｂ、ｃ、ｅ～ｉ、ｋ～ｍ、ｏ～ｑお
よび表３の２７～４８はいずれも、本発明の要件を満足する本発明例であり、積層膜の反
射率およびシート抵抗の両方を低く抑えることができた。また、ウェットエッチング加工
性も良好であった。
【０１３１】
　これに対し、表２のＮｏ．１は第１層の膜厚が本発明の好ましい下限の５０ｎｍを外れ
て薄いため、シート抵抗が増加した。
【０１３２】
　表２のＮｏ．７は、第２層として、表１のＮｏ．５のＡｌ－３６原子％Ｍｎ－Ｎを用い
た例である。Ｎｏ．７の膜厚２００ｎｍでは積層膜の反射率を５０％以下にすることがで
きず、反射率を小さくするにはＮｏ．８の通り積層膜厚４００ｎｍとする必要がある。
【０１３３】
　また、表２のＮｏ．ａ、ｄ、ｊ、ｎ、およびｒは、表１に示す通り消衰係数の小さい第
２層を用いているため、積層膜の反射率を５０％以下に低減することはできなかった。こ
れらのことから、表２の上記例で形成された表１のＮｏ．Ａ、Ｄ、Ｍ、Ｒ、およびＸは、
本発明における第２層として適さないことが分かる。
【０１３４】
　表２のＮｏ．１０は、Ｎｏ．１１～１５と同様、第２層としてＡｌ－１７原子％Ｃｕ－
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Ｎを用いた例であるが、Ｎｏ．１１～１５に比べて第２層の膜厚が薄いため、積層膜とし
たときの反射率が増加した。
【０１３５】
　表２のＮｏ．１７、１８は、Ｎｏ．１９と同様、第２層としてＡｌ－７原子％Ｃｕ－Ｎ
を用いた例であるが、Ｎｏ．１９に比べて第２層の膜厚が薄いため、積層膜としたときの
反射率が増加した。
【０１３６】
　表２のＮｏ．２０は第２層としてＡｌ－Ｎを用いたため、４５０ｎｍ、５５０ｎｍおよ
び６５０ｎｍの全ての波長域での積層膜の反射率が増加した。
【０１３７】
　表２のＮｏ．２１およびＮｏ．２２は、第２層および第３層として本発明に規定する要
件を満足するものを用いたが、第１層としてそれぞれ、ＡｇおよびＣｕを用いたため、ウ
ェットエッチング加工性が低下した。詳細には、これらは反射率およびシート抵抗はいず
れも、本発明の合格基準を満足するが、リン硝酢酸系エッチング液への溶解性が高いため
、第１層部分がオーバーエッチングされ、加工性が低下した。
【０１３８】
　また、表２のＮｏ．ｇ～ｊは、第２層であるＡｌ－１７原子％Ｃｕ－Ｎ薄膜を、窒素ガ
ス流量を変えて成膜した例であり、表１に示す通り第２層の窒素原子比率が異なっている
。このＮｏ．ｇ～ｊの対比から、Ｘ群元素が比較的多く含まれて大きい消衰係数の得られ
やすいＡｌ－１７原子％Ｃｕ－Ｎであっても、第２層の窒素原子比率が多くなると消衰係
数が小さくなる傾向にあり、反射率を十分に抑えることは難しいことがわかる。第２層の
窒素原子比率が多くなると消衰係数が小さくなる傾向は、第２層がＡｌ－１２原子％Ｃｕ
－Ｎである表２のＮｏ．ｋ～ｎと、第２層がＡｌ－７原子％Ｃｕ－ＮであるＮｏ．ｏ～ｒ
においてもみられる。
【０１３９】
　表３では、種々の成分の第１層を形成、但しＮｏ．２７とＮｏ．３８、Ｎｏ．２８とＮ
ｏ．３９…とは同じ成分の第１層を形成し、第２層として、表３のＮｏ．２７～３７では
Ａｌ－１７原子％Ｃｕ－Ｎを形成し、Ｎｏ．３８～４８ではＡｌ－７原子％Ｃｕ－Ｎを形
成した例である。尚、Ｎｏ．２７～４８はいずれも、第３層の成分、第１層～第３層の膜
厚、および第２層の成膜方法は同じとした。この表３において、例えばＮｏ．２７とＮｏ
．３８、Ｎｏ．２８とＮｏ．３９、…Ｎｏ．３７とＮｏ．４８の組み合わせの様に、第１
層が同一膜であって第２層が異なる例を比較すると、第２層として、前記表１の通り４５
０ｎｍ、５５０ｎｍおよび６５０ｎｍの全ての波長域での消衰係数が大きいＡｌ－１７原
子％Ｃｕ－Ｎを形成したＮｏ．２７～３７の方が、Ｎｏ．３８～４８の積層膜よりも反射
率が抑えられていることがわかる。
【０１４０】
　図２１～図２３に、表２のＮｏ．４（本発明例、図２１）、Ｎｏ．１６（本発明例、図
２２）、およびＮｏ．２１（比較例、図２３）のそれぞれについて、リン硝酢酸系エッチ
ング液によるウェットエッチング加工後の断面形状を示す。これらの図に示すように、第
１層の種類によってウェットエッチング加工後の断面形状は大きく異なることが分かる。
詳細には、第１層にＡｌ－１．０原子％Ｃｕ－１．０原子％Ｍｎを使用した表２のＮｏ．
４およびＮｏ．１６のように、本発明において好ましく用いられる第１層を使用すること
により、いずれも順テーパー形状が得られており、ウェットエッチング加工性に優れるこ
とが分かる。これに対し、表２のＮｏ．２１のように第１層としてＡｇを使用すると、Ａ
ｇ薄膜部分が大幅にオーバーエッチングされていることが分かる。
【０１４１】
　［実施例２］
　本実施例では、透明基板側から順に、第３層、第２層および第１層を積層させた構造、
または透明基板側から順に、第２層および第１層を積層させた構造の試料を、下記の通り
作製した。
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　（１）試料の作製
　（１－１）第３層の成膜
　まず、透明基板として無アルカリ硝子板（板厚０．７ｍｍ、直径４インチ）を用い、そ
の表面に、ＤＣマグネトロンスパッタリング法により、表５または表６に示す第３層を成
膜した。成膜に当たっては、成膜前にチャンバー内の雰囲気を一旦、到達真空度：３×１
０-6Ｔｏｒｒに調整してから、透明導電膜と同一の成分組成を有する直径４インチの円盤
型ＩＺＯスパッタリングターゲットを用い、下記条件でスパッタリングを行った。
　（スパッタリング条件）
　　　・ガス圧：２ｍＴｏｒｒ
　　　・Ａｒガス流量：１８ｓｃｃｍ
　　　・Ｏ２ガス流量：１ｓｃｃｍ
　　　・スパッタパワー：２５０Ｗ
　　　・基板温度：室温
【０１４３】
　（１－２）第２層の成膜
　第２層が表５または表６に記載の組成となるよう、所望組成の合金ターゲットを用い、
以下の条件で、窒素ガスとの反応性スパッタリング法による成膜を行なった。
　（反応性スパッタリング条件）
　　　・Ａｒガス圧：２ｍＴｏｒｒ
　　　・Ａｒガス流量：１０ｓｃｃｍ
　　　・窒素ガス流量：５ｓｃｃｍ
　　　・スパッタパワー：５００Ｗ
　　　・基板温度：室温
【０１４４】
　（１－３）第１層の成膜
　上記の通り、第２層のＡｌ－Ｘ合金－Ｎ層としてＡｌ－Ｃｕ合金－Ｎ層を成膜した後、
引き続き、その表面に、ＤＣマグネトロンスパッタリング法により、表５または表６に示
す第１層を成膜した。成膜に当たっては、成膜前にチャンバー内の雰囲気を一旦、到達真
空度：３×１０-6Ｔｏｒｒに調整してから、上記金属膜と同一の成分組成を有する直径４
インチの円盤型スパッタリングターゲットを用い、下記条件でスパッタリングを行った。
　　（スパッタリング条件）
　　　・Ａｒガス圧：２ｍＴｏｒｒ
　　　・Ａｒガス流量：３０ｓｃｃｍ
　　　・スパッタパワー：２５０Ｗ
　　　・基板温度：室温
【０１４５】
　そして得られた試料を用い、実施例１と同様にして、積層膜の反射率と積層膜のシート
抵抗を測定すると共に、積層膜のリン酸硝酢酸系エッチング液によるウェットエッチング
加工性の評価を行った。その結果を表５または表６に併記する。
【０１４６】



(26) JP 6190792 B2 2017.8.30

10

20

30

40

【表５】

【０１４７】
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【表６】

【０１４８】
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　表５および表６より、Ｎｏ．１～１０および１２～２２のいずれも、第１層および第２
層として本発明に規定する要件を満足するものを用い、更には推奨される要件を満たす第
３層を形成しているため、積層膜の反射率およびシート抵抗の両方を低く抑えることがで
きた。また、ウェットエッチング加工性も良好であった。
【０１４９】
　なお表５では、特に第２層と第３層の膜厚を変えて積層膜を形成している。表５の結果
から、波長が短くなるほど反射率が大きくなる傾向にあることがわかる。波長５５０ｎｍ
や波長６５０ｎｍの反射率は、第３層のみならず第２層の影響も受けていると思われる。
この表５の例では、第３層の膜厚が４５～６０ｎｍでかつ第２層の膜厚が４０～６０ｎｍ
の範囲内で、波長５５０ｎｍや波長６５０ｎｍの反射率をより低く抑えられることがわか
る。
【符号の説明】
【０１５０】
１　液晶表示装置
２　ＴＦＴ基板
３　対向基板
４　カラーフィルタ基板
５Ａ、５Ｂ、５Ｃ　カラーフィルタ
６　ブラックマトリックス
７　液晶層
８　液晶封止材
１０　入力装置
１１　第１の金属電極、駆動用電極
１２　第２の金属電極、検出用電極
１３　絶縁層
１３Ａ　第１の絶縁層
１３Ｂ　第２の絶縁層
１４　カバーガラス
１５　バックライト
２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃ、２０Ｄ、２０Ｅ、２０Ｆ、２０Ｇ、２０Ｈ、２０Ｉ、２０Ｊ、
２０Ｋ、２０Ｌ、２０Ｍ　電極構造
２１　第１層
２２　第２層
２３　第３層
２４　透明基板
２５　Ｍｏ膜
２６　透明電極
３０　入力装置
３１Ａ　第１の電極パターン
３１Ｂ　第１のブリッジ電極
３１Ｃ　第１の電極の外周配線
３２Ａ　第２の電極パターン
３２Ｂ　第２のブリッジ電極
３２Ｃ　第２の電極の外周配線
３３　透明基板
４０　液晶表示装置
４１　カバーガラス
４２　タッチパネル
４３　ディスプレイ
４４　接着層
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５０　断面構造
５２Ａ　第１の透明電極
５２Ｂ　第１のブリッジ電極
５３　第２の透明電極
５４　絶縁層

【図１】 【図２】
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